
令 和 ７ 年 度 青 梅 市 親 子 ふ れ あ い 事 業 ボ ッ チ ャ 大 会 実 施 規 則  

 

１  本 大 会 で は 、 ボ ッ チ ャ の チ ー ム 戦 の み 行 う 。  

２  コ ー ト サ イ ズ は バ ド ミ ン ト ン コ ー ト を 使 用 し た 特 設 コ ー ト と す る 。  

３  １ チ ー ム ３ 名 編 成 と し 、 選 手 登 録 は ６ 名 ま で 可 と す る 。 競 技 補 助 者 は

１ チ ー ム に １ 名 配 置 す る こ と が で き る が 、 選 手 登 録 は で き な い 。  

４  急 用 ・ 体 調 不 良 等 に よ り 選 手 が 揃 わ な い 場 合 ２ 名 に よ る 試 合 を 認 め る

（ こ の 場 合 ６ 球 の う ち １ 人 が ３ 球 ず つ 投 球 す る ）。た だ し 、各 ブ ロ ッ ク の

１ 位 に な っ て も 決 勝 ト ー ナ メ ン ト に は 進 め な い 。  

５  予 選 リ ー グ は １ ゲ ー ム ２ エ ン ド 制 、 決 勝 ト ー ナ メ ン ト は １ ゲ ー ム ４ エ

ン ド 制 と し 、 全 エ ン ド 終 了 時 に 合 計 得 点 の 高 い チ ー ム が 勝 者 と な る 。  

予 選 リ ー グ は 勝 数 が 多 い チ ー ム を 上 位 と し 、 勝 数 が 同 数 の 場 合 は 得 失

点 差 で 順 位 を 決 す る 。 決 勝 ト ー ナ メ ン ト は 第 ３ エ ン ド 終 了 時 に ７ 点 以 上

の 差 が あ る 場 合 、勝 敗 が 決 す る（ 以 後 の エ ン ド は 行 わ な い ）。合 計 点 が 同

点 の 場 合 は 特 設 ル ー ル に よ る タ イ ブ レ イ ク （ 以 下 「 特 設 タ イ ブ レ イ ク 」

と い う 。） を 行 い 、 勝 敗 を 決 す る 。  

６  １ エ ン ド の 持 ち 時 間 は 定 め な い が 、 ス ム ー ズ な 進 行 に 協 力 す る こ と 。  

７  第 １ エ ン ド の 先 攻（ 赤 ボ ー ル ）・後 攻（ 青 ボ ー ル ）は 、代 表 者 の ジ ャ ン

ケ ン で 勝 っ た チ ー ム が 選 ぶ 権 利 を 得 る 。  

８  エ ン ド の 始 め は 、先 攻（ 赤 ）チ ー ム の 第 一 投 球 者 が ジ ャ ッ ク ボ ー ル（ 以

下「 ジ ャ ッ ク 」と い う 。）を 投 球 す る 。ジ ャ ッ ク が 無 効 ゾ ー ン に 止 ま る か

コ ー ト 外 に 出 た 場 合 は 後 攻 （ 青 ） チ ー ム に ジ ャ ッ ク 投 球 の 権 利 が 移 る 。

以 降 ジ ャ ッ ク が 有 効 と な る ま で 同 様 と す る 。 試 合 中 、 ジ ャ ッ ク が コ ー ト

外 に 出 た 場 合 は 、 ジ ャ ッ ク は タ ー ゲ ッ ト ボ ッ ク ス 中 央 に 置 き な お す 。  

９  １ エ ン ド 終 了 ご と に 、 先 攻 ・ 後 攻 を 交 代 す る 。  

10 選 手 交 代 は １ エ ン ド ご と に 認 め る 。  

11 特 設 タ イ ブ レ イ ク は 、ジ ャ ッ ク を タ ー ゲ ッ ト ボ ッ ク ス 中 央 に 置 き 、各

チ ー ム 代 表 １ 人 が １ 回 ず つ 投 げ て 、 最 も ジ ャ ッ ク に 近 づ け た チ ー ム の 勝

利 と す る 。 投 球 す る ボ ッ ク ス お よ び ボ ー ル の 色 は 、 最 終 エ ン ド の ま ま 変

更 せ ず 行 う （ ボ ッ ク ス は 中 央 ３ 番 ４ 番 を 使 用 ） が 、 投 球 順 は 最 終 投 球 者

の チ ー ム を 先 攻 と す る 。 ジ ャ ッ ク と の 距 離 を 計 測 し 、 ボ ー ル が そ れ ぞ れ

同 距 離 の 場 合 は 、 投 球 順 を 変 え ず に 、 勝 敗 が 決 す る ま で 特 設 タ イ ブ レ    

イ ク を 行 う 。 な お 、 タ イ ブ レ イ ク は ゲ ー ム の 勝 敗 を つ け る も の で あ り 、

合 計 点 に 加 算 し な い 。  



12 試 合 前 練 習 投 球 は １ 人 ２ 球 ま で 、 た だ し 初 対 戦 の み と す る 。  

13 手 袋 ・ グ ロ ー ブ は 着 用 不 可 と す る 。 使 用 し な け れ ば な ら な い 場 合 は 、

大 会 申 請 時 に 事 務 局 に 知 ら せ る こ と 。  

14 そ の 他 の 規 則 は 日 本 ボ ッ チ ャ 協 会 競 技 規 則 を 適 用 す る 。  

15 試 合 中 は 必 ず 審 判 の 指 示 に 従 う こ と 。  

以  上  

 


